
 

 

 
 
 

庄内広域水道企業団がスタート 

  

 
 

 

 水道料金(ガス料金・下水道使用料含む)のお支払い方法は表のとおりです。 

 既に水道料金等を口座振替にてお支払をしている方につきましては、 

同じ口座から料金が引き落とされますので、新たな手続きは不要です。 

口座振替取扱金融機関 

北都銀行、荘内銀行、山形銀行、きらやか銀行、鶴岡信用金庫、 

東北労働金庫、鶴岡市農協、余目町農協、庄内たがわ農協、庄内みどり農協、 

酒田市袖浦農協、ゆうちょ銀行 
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取扱金融機関 ・上記に同じ（北都銀行を除く） ・ゆうちょ銀行（郵便局）は東北 6県内のみ 

コンビニエン

スストア 

くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、セイコーマート、セブン-イレブン、タイエー、 

デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ハセガワストア、ハマナスクラブ、

ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、 

ヤマザキデイリーストアー、ローソン、ローソンストア 100 

※その他、MMK（マルチメディアキオスク）設置店でもお支払いできます。 

庄内広域水道

企業団 

企業団本部（庄内町）、鶴岡事務所、酒田事務所 

（お住まいの地域の窓口をご利用ください） 

スマートフォン決済 PayPay、auPAY、d 払い、PayB、楽天ペイ、AEON Pay、FamiPay 

安心・安全な水道水をこれからもお届けします 
 

庄内広域水道企業団が設立され、本町、鶴岡市 
及び酒田市の水道事業は、令和 8 年 4 月 1 日から
庄内広域水道企業団が行います。 
広域化により市町の区域を超えて施設の統廃合を

行うことで無駄な投資を抑制し、また共同で業務を
行うことで効率的な運営ができ、国からの補助制度
を活用できます。 

何か変わるの？ 

取扱金融機関が増え、便利になり

ます。納付は口座振替で！ 

納入通知書のバーコードを読み取るだけで、

金融機関やコンビニに出向くことなく、24 時間

いつでもどこでも納付できます。 
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ご家庭に届く水道水は今までと 
変わりません。 

企業団による事業開始時の水道料金は今までと変わりませんが、持続可能 
な水道事業を運営するために料金統一に向けた検討を行っていきます。 

 

窓口の電話番号は 0234-４2-0328 となります。 

水道料金のお支払い、水道の使用開始・中止の申し込み等については、現在の庄内町企業課庁舎で変わらず
お手続きが可能です。 

庄内広域水道企業団を設立しました（R7.10.23） 



 

 

 

お客さまの敷地内のガス管は「お客様の資産」です。 

土の中に埋められた鉄製のガス管は、一般的に経年により腐食が進行し、およそ２０年が取り替えの目安

といわれています。 

鉄製のガス管の土中埋設は、平成 8 年以降、法的に禁止されましたが、おおむね平成 2 年以前に埋設工

事をした場合において、鉄製のガス管が使用されている可能性があります。 

古くなった水道管の交換や、下水道工事の際に、一緒に交換工事をすることをおすすめします。 
 

※対象となるお客様にはご連絡していますが、交換工事のお申し込みは庄内町ガス供給施設指定工事人  

まで、また、工事等のお問い合わせは企業課へご連絡ください。 ☎0234-42-0186 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お宅のガス管大丈夫？ 古いガス管（鉄管）の交換をお願いします 

腐食や地震に強いガス管です 

腐食による穴 

ガス漏れで見つかりました 

新 古 

場所に合わせ、 

最適なガス管に 

お取替えします。 

交換 

ガスくさいときは、すぐに企業課へご連絡を！ 

●絶対に火気は使用しないでください。換気扇・電灯等のスイッチに絶対手を触れないでください。 

また、ガス管近くで工事されるときは、ガス事故防止のため、企業課へご連絡ください。☎0234-43-2136 

発 行  庄内町企業課 庄内町余目字滑石 1番地１ ☎０２３４－４２－０１８５ 

  企業課ホームページ http://www.town.shonai.lg.jp/kigyoka/index.html 

 

現在の庄内町企業課庁舎は、庄内広域水道企業団本部と一緒の庁舎になりますが、ガスの開閉栓手続きや 

下水道・ガスの申込、工事等についても企業課庁舎でのお手続きに変更はありません。 

 

令和 8年 4月 1日から庄内広域水道企業団になることから、以下のとおり変更になります。 

庄内町水道事業会計  T5800020002849   ⇒   庄内広域水道企業団  T6000020069761 

※下水道事業会計、ガス事業会計の登録番号は変更ありません。 

 


